
平
成
三
十
年
三
月
二
日
提
出

質
問
第
一
〇
八
号

牧
原
秀
樹
厚
生
労
働
副
大
臣
の
「
全
面
テ
レ
ビ
公
開
で
、
公
開
リ
ン
チ
の
よ
う
に
や
る
」
と
の
発
言
に
関
す
る

質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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牧
原
秀
樹
厚
生
労
働
副
大
臣
の
「
全
面
テ
レ
ビ
公
開
で
、
公
開
リ
ン
チ
の
よ
う
に
や
る
」
と
の
発
言
に
関
す
る

質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
三
月
一
日
、
牧
原
秀
樹
厚
生
労
働
副
大
臣
は
働
き
方
改
革
関
連
法
案
（
「
本
法
案
」
と
い
う
。
）
の
事
前
審
査

を
す
る
自
由
民
主
党
厚
生
労
働
部
会
（
「
本
会
合
」
と
い
う
。
）
に
出
席
し
、
本
法
案
を
め
ぐ
る
不
適
切
デ
ー
タ
問
題
で
、
立

憲
民
主
党
を
は
じ
め
と
す
る
野
党
各
党
の
合
同
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
、
「
全
面
テ
レ
ビ
公
開
で
、
公
開
リ
ン
チ
の
よ
う
に
や

る
」
と
発
言
し
た
。
本
会
合
で
は
、
本
法
案
の
与
党
に
よ
る
事
前
審
査
が
行
わ
れ
て
い
た
と
承
知
し
て
い
る
。

本
会
合
で
は
、
安
倍
総
理
が
裁
量
労
働
制
の
対
象
拡
大
を
本
法
案
か
ら
削
除
す
る
方
針
を
決
め
た
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
が

行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
牧
原
秀
樹
氏
は
自
民
党
所
属
の
衆
議
院
議
員
と
し
て
、
自
民
党
の
厚
生
労
働
部
会
に
一
議
員
と
し

て
出
席
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
厚
生
労
働
副
大
臣
と
し
て
、
政
府
を
代
表
し
、
自
民
党
に
本
法
案
の
説
明
に
行
っ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。

牧
原
副
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
の
担
当
職
員
が
野
党
議
員
か
ら
の
追
及
を
受
け
、
職
員
が
そ
の
場
で
資
料
を
出
せ
な
い
と
、

「
「
そ
う
や
っ
て
隠
す
の
か
」
と
一
部
の
人
が
大
騒
ぎ
を
し
て
大
変
な
こ
と
に
な
る
」
と
も
発
言
し
た
。

牧
原
副
大
臣
は
、
本
会
合
後
、
発
言
を
撤
回
し
、
「
野
党
の
皆
さ
ん
が
議
論
す
る
の
は
正
当
な
権
利
。
こ
ち
ら
（
厚
労
省
）

一



に
落
ち
度
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
、
大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。
適
切
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
と
仄
聞
す
る
。

大
辞
泉
に
よ
れ
ば
、
リ
ン
チ
と
は
、
米
国
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
治
安
判
事
の
名
に
由
来
し
、
「
法
的
手
続
き
を
経
な
い
で
暴
力

的
制
裁
を
加
え
る
こ
と
。
私
刑
」
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
法
律
に
基
づ
か
な
い
で
、
特
定
集
団
（
お
よ
び
そ
れ
自

身
が
定
め
る
独
自
の
規
則
）
に
よ
り
決
さ
れ
、
執
行
さ
れ
る
私
的
な
制
裁
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

国
会
議
員
が
個
々
の
政
策
課
題
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
第
六
十
三
条
で
い
う
「
内

閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
両
議
院
の
一
に
議
席
を
有
す
る
と
有
し
な
い
と
に
か
か
は
ら
ず
、
何
時
で
も
議
案
に
つ

い
て
発
言
す
る
た
め
議
院
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
答
弁
又
は
説
明
の
た
め
出
席
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
出
席
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
に
由
来
し
、
国
会
法
第
百
四
条
の
「
各
議
院
又
は
各
議
院
の
委
員
会
か
ら
審
査
又
は
調
査
の

た
め
、
内
閣
、
官
公
署
そ
の
他
に
対
し
、
必
要
な
報
告
又
は
記
録
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
等
の
規
定
で
具
体
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
国
政
調
査
権
の
作
用
で
あ
り
、
リ
ン
チ
と
い
う
言
葉
の
持
つ

「
法
的
手
続
き
を
経
な
い
」
と
い
う
も
の
と
は
全
く
異
な
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
会
合
で
は
、
安
倍
総
理
が
裁
量
労
働
制
の
対
象
拡
大
を
本
法
案
か
ら
削
除
す
る
方
針
を
決
め
た
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論

二



が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
牧
原
秀
樹
氏
は
自
民
党
所
属
の
衆
議
院
議
員
と
し
て
、
本
会
合
に
一
議
員
と
し
て
出
席
し
て

い
た
の
で
は
な
く
、
厚
生
労
働
副
大
臣
と
し
て
、
政
府
を
代
表
し
、
自
民
党
に
本
法
案
の
説
明
に
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
本
会
合
で
は
、
牧
原
秀
樹
氏
は
、
厚
生
労
働
副
大
臣
と
し
て
出
席
し
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二

一
に
関
連
し
て
、
本
会
合
に
出
席
し
た
牧
原
秀
樹
厚
生
労
働
副
大
臣
は
本
法
案
に
つ
い
て
、
政
府
の
考
え
を
説
明
す
る
た

め
、
政
府
を
代
表
し
て
出
席
し
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

三

牧
原
秀
樹
厚
生
労
働
副
大
臣
の
い
う
「
全
面
テ
レ
ビ
公
開
で
、
公
開
リ
ン
チ
の
よ
う
に
や
る
」
と
の
発
言
は
、
立
憲
民
主

党
を
は
じ
め
と
す
る
野
党
各
党
の
合
同
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
「
法
的
手
続
き
を
経
な
い
で
暴
力
的
制
裁
を
加
え
る
」
も
の
で
あ
る

と
判
断
し
、
そ
れ
を
公
開
の
リ
ン
チ
で
あ
る
と
評
し
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

四

牧
原
秀
樹
厚
生
労
働
副
大
臣
の
い
う
「
一
部
の
人
が
大
騒
ぎ
を
し
て
大
変
な
こ
と
に
な
る
」
と
の
発
言
の
「
一
部
の
人
」

と
は
具
体
的
に
誰
を
指
す
の
か
。

五

四
に
関
連
し
て
、
「
一
部
の
人
」
に
は
、
立
憲
民
主
党
所
属
の
衆
議
院
議
員
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如

何
。

六

国
会
議
員
が
個
々
の
提
出
予
定
法
案
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
、
国
会
連
絡
室
経
由
で
要
請
し
、
国
会
内
の
会
議
室
で
関

三



係
省
庁
に
事
前
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
は
、
「
法
的
手
続
き
を
経
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解

如
何
。

七

リ
ン
チ
と
い
う
言
葉
に
は
、
私
的
な
特
定
集
団
に
よ
る
行
為
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
料
す
る
。
日
本
国
憲
法

に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
国
会
議
員
の
所
属
す
る
政
党
は
、
政
党
助
成
法
第
一
条
で
「
こ
の
法
律
は
、
議
会
制
民
主

政
治
に
お
け
る
政
党
の
機
能
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
国
が
政
党
に
対
し
政
党
交
付
金
に
よ
る
助
成
を
行
う
こ
と
と
し
、
こ

の
た
め
に
必
要
な
政
党
の
要
件
、
政
党
の
届
出
そ
の
他
政
党
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
使

途
の
報
告
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
政
党
の
政
治
活
動
の
健
全
な
発
達
の
促
進
及
び
そ
の
公
明
と
公
正

の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
民
主
政
治
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
令
で
規

定
さ
れ
、
「
議
会
制
民
主
政
治
に
お
け
る
政
党
の
機
能
の
重
要
性
」
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
野
党
各
党
が
提
出
予
定
法
案
に

関
す
る
課
題
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
に
事
前
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
は
、
私
的
な
特
定
集
団
に
よ
る
要
求
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

八

牧
原
秀
樹
厚
生
労
働
副
大
臣
は
、
批
判
が
生
じ
た
た
め
、
一
連
の
発
言
を
撤
回
し
た
と
仄
聞
す
る
も
の
の
、
当
初
の
発
言

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
国
憲
法
第
六
十
三
条
な
い
し
国
会
法
第
百
四
条
に
反
す
る
も
の
で
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
九

四



条
の
「
天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務

を
負
ふ
」
に
反
す
る
。
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
に
反
し
て
い
る
牧
原
秀
樹
氏
は
、
厚
生
労
働
副
大
臣
を
辞
任
す
べ
き
で
あ
る
。

政
府
の
見
解
如
何
。

九

八
に
関
し
て
、
牧
原
秀
樹
氏
を
安
倍
内
閣
の
厚
生
労
働
副
大
臣
に
任
じ
た
安
倍
総
理
の
任
命
責
任
は
重
い
。
か
か
る
任
命

責
任
に
つ
い
て
、
安
倍
総
理
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
安
倍
総
理
の
見
解
如
何
。

十

本
法
案
は
、
不
適
切
な
デ
ー
タ
と
と
も
に
、
不
適
切
な
厚
生
労
働
副
大
臣
の
関
与
で
つ
く
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
政
府

は
本
法
案
の
提
出
を
断
念
し
、
労
働
政
策
審
議
会
で
議
論
し
な
お
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

五


